
今、知っておきたい

相続 の基本
＼ 開催のお知らせ ／

長洲町役場 まちづくり課 定住促進係
〒８６９－０１９８ 熊本県玉名郡長洲町大字長洲２７６６番地
ＴＥＬ：０９６８（７８）３２１９
ＦＡＸ：０９６８（７８）１０９２
Ｅ－ｍａｉｌ：teijyu@town.nagasu.lg.jp

申込み
問合せ先

＜定員３０名程度＞

参加無料

事前申込制

会 場 長洲町中央公民館（長洲町長洲2772-2）

14： 00 ～ 15：00

【定員】 30 名程度 ※事前申込制

講 師：熊本地方法務局玉名支局 後藤氏
熊本県司法書士会司法書士 岩村氏

セミナー 「相続登記の申請義務化と相続の基礎知識など」

開催日 令和 6 年 6 月30日（日）

個別相談会 15：00 ～ 17：00 1組30分程度

【定員】 4 組程度 ※事前申込制

※空き家や相続に関する悩み事など、司法書士や宅地
建物取引士などの専門的な知識を持った相談員が
個別にお答えします。

長洲町主催
空き家セミナー

詳しくは、こちらを

ご覧ください。☞
〈申込締切〉
令和6年6月24日（月）必着



0968-78-1092FAX送信先

長洲町主催空き家セミナー

今、知っておきたい相続の基本
※参加ご希望の方は、下記の申し込み用紙に記入しご送信ください。

申込締切

令和6年6月24日（月）必着

お問い合わせ：長洲町 まちづくり課 定住促進係 TEL．0968-78-3219

〈会場案内図〉

会場

長洲駅

長洲町役場

会 場

長洲町中央公民館
（長洲町大字長洲2772-2）

参加する内容
「✓」を記入してください

□空き家対策セミナー □個別相談会

ふりがな

参加人数

人
代表者氏名

代表者住所 電話番号

これ以降は、個別相談会に参加を希望される方は必ず記入してください

個別相談会の参加希望時間
「✓」を記入してください

□ 1コマ目（15:00～15:30） □ 2コマ目（15:30～16:00）

□ 3コマ目（16:00～16:30） □ 4コマ目（16:30～17:00）

相談したい
内容

「✓」を記入し
てください

□売却 □賃貸 □相続

□解体 □空き家バンク □ 補助制度

□ その他（ ）

具体的な
相談内容

空き家の所在地
（相談したい不動産）

玉名郡長洲町大字

空き家の所有者名

同意事項
□に「✓」を記入してください

□ 上記内容および長洲町で保有する土地・建物の情報を相談員が利用目的の範囲内で利用すること
に関して同意します。
※提供いただいた情報は、個別相談会の目的外で利用しません。また、個人情報の取扱いについては、長洲町個人
情報保護法施行条例(令和5年長洲町条例第1号)の定めるところによるものとします。

※同意されない場合は、個別相談会に参加できない場合がありますので、予めご了承ください。
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